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2020年 9月 17日 

 

各 位 
  
 
 
 
 

 

新型コロナウイルス感染症対策融資の取扱期間延長について 

 
 

 この度の新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた皆さまには、心からお見舞い申し上

げます。 

当社子会社の株式会社きらぼし銀行（頭取 渡邊 壽信、以下「きらぼし銀行」といいます。）

は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、日々の資金繰りで困っているお客さまに向

けた融資商品「新型コロナウイルス対策緊急つなぎファンド（通称COVID-19きらぼしファンド）」、

「災害等支援融資（新型コロナウイルス感染症）」について、現状においてもお客さまのつなぎ

資金ニーズがあることを踏まえ、取扱期間を 2021 年 3 月 31 日（水）まで延長することといた

しましたので、お知らせいたします。 

 今後とも、当社グループでは、新型コロナウイルス感染症対策を拡充するとともに、事業者

の皆さまに対する支援を迅速かつ適切に実施できる態勢を構築することで、これまで以上に資

金繰りの円滑化に努めてまいります。 

 

 

■「新型コロナウイルス対策緊急つなぎファンド（通称 COVID-19きらぼしファンド）」の概要 

対象となる方 
 新型コロナウイルス感染症により、直接的または間接的に影響を受け

られた中小・中堅企業の法人もしくは個人事業者の方 

融資限度額  原則 30百万円（融資取引の無いお客さまは 5百万円） 

回 答 日 数  原則 3営業日以内 

資 金 使 途  新型コロナウイルス感染症の影響に関連する事業資金（運転資金） 

融 資 期 間  6ヵ月以内 

返 済 方 法  手形貸付：期日一括弁済 

適 用 金 利  きらぼし銀行所定の金利となります。 

担保・保証人  個別案件ごとに相談させていただきます。 

取 扱 期 間 
 2020年 3月 16日（月）～ 2021 年 3月 31日（水） 

 ※当初取扱期間：2020年 9月 30日（水）まで 
(注 1)融資限度額につきましては売上高等の事業規模に合わせて相談させていただきます。 

(注 2)お申込みに際しては、きらぼし銀行所定の審査をさせていただきます。審査の結果によってご希
望に添えない場合もございます。また、融資取引の無いお客さまにつきましては申込みに際し諸
条件がございます。商品の詳細につきましてはお近くの支店窓口にお問い合わせください。 
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■「災害等支援融資（新型コロナウイルス感染症）」の概要 

対象となる方 
 新型コロナウイルス感染症により、直接的または間接的に影響を受け

られた法人もしくは個人事業者の方 

融資限度額  50百万円 

資 金 使 途 
 新型コロナウイルス感染症の影響に関連する事業資金 

（運転資金・設備資金） 

融 資 期 間  5年以内 

返 済 方 法 
 手形貸付：期日一括弁済 

 証書貸付：元金均等分割弁済 

適 用 金 利  きらぼし銀行所定の金利となります。 

担保・保証人  個別案件ごとに相談させていただきます。 

取 扱 期 間 
 2020年 2月 12日（水）～ 2021 年 3月 31日（水） 

※当初取扱期間：2020年 9月 30日（水）まで 
(注 1)融資限度額につきましては売上高等の事業規模に合わせて相談させていただきます。 

(注 2)お申込みに際しては、きらぼし銀行所定の審査をさせていただきます。審査の結果によってご希
望に添えない場合もございます。また、融資取引の無いお客さまにつきましては申込みに際し諸
条件がございます。商品の詳細につきましてはお近くの支店窓口にお問い合わせください。 

 

 

以 上 


